
 

 

 

 

 

 

当麻 町森林 整備計画 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            自  令和 ６年 ４月 １日 

       計画期間 

            至  令和１６年 ３月３１日 

（令和 ７年 ４月 １日変更） 

 

 

 

当 麻 町 

  



経過計画変更の理由と始期 

 

 １ 変更理由 

   上川南部地域森林計画の変更（令和 ６年１２月 ６日変更）に伴い、当該計画

に適合した内容の見直し及び、全地域森林計画区において、カシノナガキクイムシ

によるナラ枯れ被害対策の方針などについて見直し。 

 

２ 変更内容 

 

 

 ３ 変更始期 

   令和 ７年 ４月 １日から適用する。 
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 別 表 １ 公益的機能別施業森林及び木材生産機能の維持増進を図る森林 
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 別 表 ２ 森林施業の方法を特定すべき森林の区域 

 別 表 ３ 鳥獣害防止森林区域 

 参考資料１ 植栽によらなければ適確な更新が困難な森林の区域 

（一般民有林及び道有林） 


